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第1節　加速する生物多様性の損失

第3章
生物多様性の危機と私たちの暮らし
－未来につなぐ地球のいのち－

　地球上の生物は、およそ 40 億年の進化の歴史の中
でさまざまな環境に適応してきました。進化の結果と
して、未知の生物も含めると、現在 3,000 万種とも推
定される数多くの生物が存在しています。そのうち、
私たちの知っている種の数は約 175 万種であり、全体
のほんのわずかにすぎません。生命の誕生以降、私た
ちを取り巻く地球の生態系は、地球上で生物が活動を
続けてきた長い歴史の上に成立しているものです。一
度失ってしまえば、その回復には気の遠くなる時間が
必要になることは想像に難くありません。
　過去に地球上で起きた生物の大量絶滅は 5回あった
といわれていますが、これらの自然状態での絶滅は数
万年～数十万年の時間がかかっており、平均すると一
年間に 0.001 種程度であったと考えられています。一
方で、人間活動によって引き起こされている現在の生
物の絶滅は、過去とは桁違いの速さで進んでいること
が問題です。1975 年以降は、一年間に 4 万種程度が
絶滅しているといわれています。
　また、2009 年（平成 21 年）11 月に国際自然保護連
合（IUCN）が発表した IUCN レッドリストによると、

評価対象の 47,662 種のうち 17,285 種が絶滅危惧種と
され、前年の結果よりも 363 種増加していました。絶
滅の危機に追いやる要因は、生息地の破壊が最も大き
く、そのほか、狩猟や採集、外来種の持ち込み、水や
土壌の汚染など多岐にわたります。評価を行った哺乳
類（5,490種）のうち21％、両生類（6,285種）のうち30％、
鳥類（9,998 種）のうち 12％、爬虫類（1,677 種）のうち
28％、魚類（4,443 種）のうち 32％、植物（12,151 種）
のうち 70％、無脊椎動物（7,615 種）のうち 35％が、
絶滅の危機にさらされていることが分かりました。

第1節　加速する生物多様性の損失

1　急速に失われる地球上の生物多様性

恐竜時代 0.001種
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1975年 1,000種
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（一年間に絶滅する種の数）

出典：ノーマン・マイヤーズ著「沈みゆく箱舟」（1981）
より環境省作成
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分類群別にみた世界の絶滅のおそれのある動物種数
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世界の漁業資源の利用状況（1974～2006年）
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地域別森林面積の推移（1990～2005年）
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森林地域の年間実質変化率（2000～2005年）

　生物多様性の損失が私たちの暮らしに与える影響を
客観的に把握するため、生態系サービスの経済的な価
値を把握する取組がなされています。生態系サービス

には様々な種類があり、中にはサービスの特性から経
済的な評価が困難なものがあるものの、貨幣価値に換
算することが可能な範囲で試算がなされたものとして、

3　生態系サービスの劣化による経済的損失

　2001 年から 2005 年にかけて行われた国連のミレニ
アム生態系評価では、過去 50 年間で人間活動により
生物多様性に大規模で不可逆的な変化が発生している
と指摘しています。また、21 世紀の前半にはさらに
生態系サービスの低下が進行し、加速度的かつ不可逆
的な変化が生じるリスクも増加すると指摘しており、
これに貧困の悪化が加わり、解決に向かわない場合は
将来世代が受ける利益が大幅に減少すると結論付けて
います。
　生物多様性を劣化させる主な原因としては、森林の
減少、生物資源の過剰利用などがあり、いずれによる
生物多様性への負荷も継続しているか、増大している
ことが分かります。世界の森林面積は、1990 年には

40 億 7,728 万 ha ありましたが、1990 年～2000 年の間
の森林の減少は年間 890 万 ha（－0.22％）、2000 年～
2005年の間の森林の減少は年間730万ha（－0.18％）と、
減少率が鈍化しているものの、この減少分は、植林、
植生の復元、森林の自然回復等による増加分を差し引
いたものであり、依然として年間約 730 万 ha もの広
大な森林が減少していることは大きな問題です。特に、
アフリカやラテンアメリカでは森林の減少に歯止めが
かかっていないことが分かります。
　また、世界の漁業生産量は、1950 年から 2000 年の
50 年間で 6 倍以上に達しており、人口が同時期に約
2.4 倍になったのを遙かに超える伸びであり、過剰利
用の割合も増加しています。

2　生物多様性の損失と私たちの暮らしとの関係
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第1節　加速する生物多様性の損失

世界的には、これまで上表に示すような例が報告され
ています。
　このように、経済的な価値を把握しようとする動き
が盛んですが、生態系サービスの経済的評価の対象と
なる自然環境は一つとして同じものはなく、地球温暖
化対策において二酸化炭素の排出量に価格を付けると
いったような単一の尺度による評価が非常に困難であ
るため、経済的な評価の検討に当たっては、この点に
十分留意する必要があります。
　生態系と生物多様性の経済学（TEEB）Ｄ 1（政府
決定者向け）によると、地域の開発案件がある場合、
往々にして民間部門の利益が重視され、生態系サービ
スが過小に評価されるため、開発行為がビジネスとし
ても成立するとの判断をもたらす傾向があります。し
かし政府からの補助金を除いたり、利用後の復元に要
する費用などを考慮したりすると、生態系サービスが
予想以上に大きく、開発しない方が開発するよりも利
益が上回ると分析しています。例えば、マングローブ
林を伐採してエビ養殖場を設ける場合、開発者が得ら
れる収益という面からのみ評価されることがほとんど
です。エビ養殖場のもたらす経済効果とマングローブ
のもたらす便益が比較され、前者が相当大きいと判断
されます（図の左）。しかし、エビ養殖場の開発には
政府の補助金が入っており、この支援を除いた場合は、
開発による経済効果が 8分の 1 程度に減少します（図
の真ん中）。さらに、開発者が得られる収益だけでなく、
例えば、5 年後にエビ養殖場を原状回復してマングロ
ーブ林の機能を蘇らせる場合に必要な公的コストとマ
ングローブ林を残した場合にもたらされる公的便益も
含めて開発と保全のどちらがよいか比較すると、保全
する方の便益が開発する場合を上回る結果となりまし
た（図の右）。
　一方、わが国においても生態系サービスを経済的に
評価する取組が行われています。例えば、ガンカモ類

の国内有数の飛来地である蕪栗沼（宮城県大崎市、ラ
ムサール条約湿地）を対象地とて、周辺で行われてい
る環境保全型農業などによって保護された生態系サー
ビス（現在のガンカモ類の飛来数（7万羽）を維持する）
の経済的な価値が分析されています。この分析は、複
数の環境保全策の案を回答者に示して、その好ましさ
を尋ねることで環境の価値を分析するコンジョイント
法で行われました。全国規模のアンケート調査をイン
ターネットで行った結果、6日間で 3,257 名の回答（回
答率 21.6％）が得られました。その結果、各世帯の平
均支払い意志額は 1 世帯当たり年間で 1,007 円、全国
の世帯数 5,288 万世帯（平成 21 年 3 月現在）に広げ
た場合の合計額は 532 億円と試算されました（環境経
済の政策研究　馬奈木准教授、栗山教授より）。
　このように生態系サービスの経済価値を貨幣価値に
換算することで、開発して得られる経済的価値と保全
することで保たれる経済的価値や両者に係るコストの
比較が行えるようになります。

項　目 生態系サービスの貨幣価値 試算者

地球全体 年間約33兆ドル 米メリーランド大学ロバート・コスタンザ博士、1997年
英科学誌ネイチャー

花粉媒介昆虫の働き 年間約24兆円 フランス国立農業研究所、2008年
米科学誌エコロジカル・エコノミックス

熱帯雨林 年平均で1ha当たり約54万円、
全世界で約982兆円

国際自然保護連合、2009年

森林生態系の劣化 2050年には、約220兆円～500兆円の
経済的な損失が生じる

マングローブ林 ベトナムのマングローブ林の保護や植樹の
コスト110万ドルが、堤防の維持費用
730万ドルの節約になっている

生態系と生物多様性の経済学（TEEB）D1（政策決定者向け）、
2009年

世界の保護地域の保全 年間約450億ドルを要するが、この自然が
果たす機能（二酸化炭素の吸収、飲料水の
保全、洪水防止等）の価値は、年間5兆ド
ルに達する

生態系と生物多様性の経済学（TEEB）D1（政策決定者向け）、
2009年

生態系と生物多様性の経済学（TEEB）中間報告、2008年

生態系サービスの貨幣価値の評価事例

エビ養殖場を開発する場合
マングローブ林を保全する場合
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を含む
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0

5,000

10,000

1ha当たり米ドル
（1996年）

正味現在価値
（9年間）
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資料：「生態系と生物多様性の経済学（TEEB）」より環境省作成

エビ養殖場の開発による便益とマングローブ林のもつ
公的便益の関係
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2　生物多様性の保全と地球温暖化対策は車の両輪

　世界の温室効果ガス総排出量の約 2割は、途上国の
森林の減少や劣化などによるものとされています。こ
うした中、気候変動枠組条約の下では、途上国におけ
る森林減少や劣化を食い止める取組に経済的インセン
ティブを付与する「REDD（Reducing emissions from 
deforestation and forest degradation in developing 
countries、森林の劣化・減少による排出削減）」と呼
ばれるメカニズムについての検討が進められています。
さらに、近年では、REDD に、生物多様性保全にも
資する森林保全や持続可能な森林経営といった観点も
念頭とした「REDD プラス」と呼ばれる仕組みにつ
いても議論が行われており、2009 年（平成 21 年）12
月にコペンハーゲン（デンマーク）で開催された気候
変動枠組条約第 15 回締約国会議でとりまとめられた

コペンハーゲン合意では、REDD プラスを含めた、
必要な資金確保のためのメカニズムの創設が盛り込ま
れました。また、REDD を生物多様性保全及び地球
温暖化対策の双方から効果的に進めるため、国連環境
計画（UNEP）の世界自然保全モニタリングセンター
では、熱帯地域の 6か国について、炭素貯留の能力が
高い地域と生物多様性上重要な地域の両方が分かる地
図を作成しています。例えば、パナマでは、パナマの
排出量全体の 20％の炭素が、炭素貯留能力が高く、
かつ、生物多様性の高い地域に貯留されていると見積
もられています。このような取組は、REDD を行う
べき地域の優先度を客観的に把握することに貢献する
と考えられます。

　IPCC 第 4 次評価報告書では、北極の年平均海氷面
積が 10 年当たりで 2.7［2.1～3.3］％縮小し、特に夏
季の縮小は、10 年当たり 7.4［5.0～9.8］％と大きくな
る傾向にあります（［　］の中の数字は最良の評価を
挟んだ90％の信頼区間）。アメリカの魚類野生生物局は、
海氷の変化が予測どおり進むと、21 世紀中頃までに、
全世界のホッキョクグマの生息数の 3分の 2 が失われ
ると推測しています。また、IPCC 同報告書では、約

1～3℃の海面水温の上昇は、熱に対するサンゴの適応
や順応がない限り、より頻繁なサンゴの白化現象と広
範な死滅をもたらすと予測されています。
　生態系全体への影響としては、世界平均気温の上昇
が 1.5～2.5℃を超えた場合、これまで評価された植物
及び動物種の約 20～30％は絶滅リスクが増加する可
能性が高いと予測されています。

第2節　生物多様性と地球温暖化

1　地球温暖化による生物多様性への影響

出典：カポス他（2008）

（単位：炭素 トン/ha）
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国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター（UNEP WCMC）の全国地図の一例（パナマ）
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第3節　生物多様性に配慮した社会経済への転換（生物多様性の主流化）

1　生物多様性とビジネス

　生物多様性とビジネスに関する国際的な動きは、
2006 年（平成 18 年）にブラジルのクリチバで開催さ
れた生物多様性条約 COP8 で、民間事業者の参画の重
要性に関する決議が初めて採択されたことに始まりま
す。
　また、2008 年（平成 20 年）の COP9（ドイツ・ボン）
の閣僚級会合では、生物多様性条約の目的達成に民間
企業の関与をさらに高めるため、ドイツ政府が主導す
る「ビジネスと生物多様性イニシアティブ（B&B イ
ニシアティブ）」の「リーダーシップ宣言」の署名式
が行われました。この宣言は、生物多様性条約の 3つ
の目的に同意し、これを支持し、経営目標に生物多様
性への配慮を組み込み、企業活動に反映させるという
もので、日本企業 9社を含む全 34 社が参加しました。
さらに、2007 年（平成 19 年）、2008 年（平成 20 年）、
2009 年（平成 21 年）の G8 環境大臣会合などにおい
ても、生物多様性が重要議題となり、産業界を巻き込
む政策の強化、生物多様性の損失に伴う経済的影響を
検討する必要性などが示されました。
　一方、国内では、上記のような国際的な動向を踏ま
え、平成 19 年に策定された「第三次生物多様性国家
戦略」において、企業の自主的な活動の指針となるガ
イドラインを策定することが示されました。また、20

年に施行された生物多様性基本法（平成 20 年法律第
58 号）では、事業者や国民などの責務が規定された
ほか、国の施策の一つとして生物多様性に配慮した事
業活動の促進が規定されました。さらに、21 年 8 月
には、事業者が自主的に生物多様性の保全と持続可能
な利用に取り組む際の指針となる「生物多様性民間参
画ガイドライン」を環境省が発表しました。ガイドラ
インでは、事業者が生物多様性に配慮した取組を自主
的に行うに当たっての理念、取組の方向や進め方、基
本原則などを記述しています。
　こうした中、経済界の取組も始まっています。平成
21 年 3 月には、（社）日本経済団体連合会が「日本経
団連生物多様性宣言」を発表し、生物多様性に積極的
に取り組んでいく決意と具体的な行動に取り組む際の
指針を示しています。また、20 年 4 月には、生物多
様性の保全と持続可能な利用に関する学習などを目的
とした日本企業による「企業と生物多様性イニシアテ
ィブ（JBIB）」が設立されました。さらに、21 年 4 月
には、滋賀経済同友会が、企業活動を通じた生物多様
性保全のモデル構築を目指し、「最低 1 種類もしくは
1 か所の生息地の保全に責任を持ちます」などの 10 
項目の宣言文からなる「琵琶湖いきものイニシアティ
ブ」を公表するなど、様々な取組が始まっています。

理念　①生物多様性の保全
 ②生物多様性の構成要素の持続可能な利用

①事業活動と生物多様性との関わり（恵みと影響）を把握するよう努める。
②生物多様性に配慮した事業活動等を行うこと等により、生物多様性に及ぼす影響の低減を図り、持続可能な利用に
努める。

③取組の推進体制を整備するよう努める。

①生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組むという姿勢を示す。
②実現可能性も勘案しながら、優先順位に従い取組を進める。

基本原則
①生物多様性に及ぼす
影響の回避・最小化

②予防的な取組と
順応的な取組 ③長期的な観点

考慮すべき視点
①地域重視と広域的・グローバルな認識
②多様なステークホルダーとの連携と配慮
③社会貢献
④地球温暖化対策等その他の環境対策等との関連

取組の方向

取組の進め方

⑤サプライチェーンの考慮
⑥生物多様性に及ぼす影響の検討
⑦事業者の特性・規模等に応じた取組

注：予防的な取組／不確実な事柄について、科学的な証拠が完全でなくても、予防的に対策を講じる取組
　　順応的な取組／不確実な事柄について、当初の予測がはずれることを考慮して、モニタリングを行いながらその結果にあわせて

対応を変える取組
出典：環境省「生物多様性民間参画ガイドライン」

生物多様性民間参画ガイドラインの概要
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2　都市と生物多様性

　平成 21 年 11 月には、国内 103 の地方自治体が参加
して「生物多様性自治体会議 2009（主催：愛知県、
名古屋市、COP10 支援実行委員会）」が愛知県名古屋
市で開催されました。COP10 にあわせて開催予定の
「生物多様性国際自治体会議」に向けて、国内の地方
自治体共通の課題を抽出し、生物多様性保全の取組に
関する情報交換を行いました。会議総括では、「生物
多様性」という総合的視点、循環共生の知恵など、今
後地方自治体が取組を進める上で重要と思われる事項
が確認されました。
　こうした地方自治体の連携は、世界的にも展開され
ており、すでに、平成 2 年に 43 か国 200 以上の自治
体がニューヨークの国連に集まって開催した「持続可
能な未来のための自治体世界会議」で持続可能性をめ

ざす自治体協議会（ICLEI（International Council for 
Local Environmental Initiatives））が発足しています。
平成 21 年 12 月現在、世界で 68 か国、1,100 以上の自
治体が参加しています。同協議会は、気候変動防止、
総合的な水管理、生物多様性の保全、持続可能な地域
社会づくり、持続可能性の管理といったテーマで自治
体間の連携を行い、地域で作られた施策が、地域、国
家、世界全体の持続可能性を実現する費用対効果の高
い方法であるという考え方で活動しています。また、
20 年に開催された COP9 では、都市及び地方自治体
の参加促進に関する初の決議が採択され、生物多様性
条約の下で都市や地方自治体の果たす役割が認識され
ました。

3　生物多様性に配慮したライフスタイル

（1）製品や食品の選択による生物多様性への
配慮

　ここでは、消費者の立場として、私たちができるこ
とを述べていきます。まず、基本的なことは、生態系
サービスは、再生可能なものとして自然のサイクルの
中で生み出されることから、その再生産の機能を損な

わない持続可能な形で生態系サービスを得ていくこと
が必要となります。内閣府が平成 21 年に行った世論
調査によれば、生物多様性に配慮した生活のためのこ

総数（N＝1,919人，M. T．＝260.4％）

（複数回答）

0 10 20 30 40 50 60 70 80
（％）

節電や適切な冷暖房
温度の設定など地球
温暖化対策に取り組
んでいる
旬のもの，地のもの
を選んで購入してい
る

生きものを最後まで
責任を持って育てて
いる

環境に配慮した商品
を優先的に購入して
いる

自然や生きものにつ
いて，家族や友人と
話し合っている

自然保護活動や美化
活動に参加している

エコツアー（ガイド
による自然体験）に
参加している

身近な生きものを観
察したり，外に出て
自然と積極的にふれ
あうようにしている

その他

特に行っていない

62.8

53.2

41.8

27.0

26.3

22.5

12.2

3.5

0.4

10.6

出典：内閣府「環境問題に関する世論調査」（平成21年6月）

生物多様性に配慮した生活のためのこれまでの取組
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出典：FSC国際本部
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れまでの取組として、「環境に配慮した製品を優先的
に購入している」と答えた人の割合は 26％にとどま
っており、今後、さらに生物多様性に配慮した製品の
普及を促進していく必要があります。
　平成 20 年の国内の木材需要量（用材）は 7,797 万 m3

ですが、わが国はそのうち約 76％を輸入に頼ってい
ます。輸入先は、主に北アメリカ、東南アジア、ロシ
ア、ヨーロッパ、オーストラリアとなっていますが、
例えば、インドネシアでは、森林火災や違法伐採によ
り年間約 190 万 ha（四国の面積に相当）の森林が失
われています。違法伐採を減らして、原産国の生物多
様性を維持するために私たちができることの一つとし
て、合法性・持続可能性の証明された木材・木材製品
を購入することが挙げられます。合法性・持続可能性
の証明された木材を選ぶ際に参考になるのが森林認証
です。森林認証とは、「法律や国際的な取り決めを守
っているか」、「多くの生物がすむ豊かな森であるか」
などの観点から、森林が適切に管理されているかを第
三者機関が認証し、その森林から産出される木材を区
別して管理し、ラベル表示を付けて流通させる民間主
体の制度です。森林認証制度には、森林認証プログラ
ム（PEFC）、森林管理協議会（FSC）、『緑の循環』
認証会議（SGEC）などがあります。FSC の認証を受
けた森林の面積は世界中で増加しており、SGEC の認
証を受けた国内の森林は、平成 22 年 3 月現在で 93 件、
面積にして 816,438ha に広がっています。

　日本人の 1人当たりの水産物消費量は、世界第 3位
で、世界平均の 4倍程度もあります。豊富な水産資源
を安定して得るためには、それを供給する生物多様性
が保全されている必要があります。持続可能な漁業を
行うためには漁獲量や種類、期間、漁法などに一定の
ルールを決め、漁業資源を枯渇させない取組が必要で
す。こうした取組を行っている漁業に対して第三者機
関による認証を与える制度として、海洋管理協議会
（MSC）やマリン・エコラベル・ジャパン（MEL ジ
ャパン）などの認証制度があります。MSC ラベルの
製品は世界で販売を拡大しており、平成22年1月には、
3,855 品目に達しています。また、国内では、21 年 6
月現在で約 170 の製品が流通しています。

（2）事業者の取組における生物多様性への配
慮

　事業者が生物多様性に取り組むことには、リスクと
チャンスが存在しています。例えば、原材料調達を生
物多様性の観点から洗い直す作業には追加的なコスト
が必要となりますが、原材料調達に係るリスクの低減
により、経営の安定化が期待されます。日本は、食料
の約 6割、木材の約 8割、鉱物資源や化石燃料のほと
んどを海外に依存しており、その意味で生物多様性に
関する取組は、資源戦略としても重要だといえます。

　生物多様性条約は、1992 年（平成 4 年）にブラジ
ルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議
（地球サミット）で気候変動枠組条約とともに署名が
開始されました。そのため、この 2つの条約は双子の
条約ともいわれます。現在、生物多様性条約には 193
の国と地域が、気候変動枠組条約には 192 の国と地域
が、それぞれ加盟しています。この 2つの条約には地
球上のほとんどの国が参加していることとなり、国際
的な関心の高さが分かります。条約の締約国には生物
多様性国家戦略を定めることが義務付けられており、
現在 170 の国が国家戦略を策定しています。
　1993 年（平成 5 年）に生物多様性条約が発効して
以降、国際社会での取組が進んできました。「対話か
ら行動へ」をテーマに 2002 年（平成 14 年）にオラン
ダのハーグで開催された生物多様性条約 COP6 では、
「生物多様性の損失速度を 2010 年までに顕著に減少さ
せる」という「2010 年目標」を含む「生物多様性条
約戦略計画」が採択されました。COP10 で 2010 年目

第4節　 地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議
（COP10）

1　大きな転換期を迎えた国際社会

生物多様性条約　発効
（目的）
・生物多様性の保全
・生物多様性の構成要素の持続可能な利用
・遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ
衡平な配分

生物多様性条約戦略計画　採択
2010年目標：生物多様性の損失速度を2010年

までに顕著に減少させる

地球規模生物多様性概況第2版（GBO2）発表
生物多様性の損失が依然進行

G8環境大臣会合（ドイツ）で生物多様性が
初めて主要議題に

生物多様性条約COP10の愛知県名古屋市での
開催決定

地球規模生物多様性概況第3版（GBO3）発表
2010年目標の達成に失敗

資料：環境省

1993年

2002年
（COP6）

2006年
（COP8）

2008年
（COP9）

2010年
（COP10）

2007年

国際的な取組の経緯と動向
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標の達成状況を評価するため、2010（平成 22 年）年
5 月に条約事務局が公表した「地球規模生物多様性概
況第 3 版（GBO3）」では、世界の生物多様性の状況

を表す 15 の指標のうち 9 の指標で悪化傾向であるこ
とが示されるなど、「2010 年目標は達成されず、生物
多様性は引き続き減少している」と評価されています。

2　2010年と生物多様性条約COP10の意義

　2010 年（平成 22 年）に開催される COP10 では、
2010 年目標を評価するとともに、それをもとに 2010
年以降の生物多様性に関する新たな世界目標、いわゆ
る「ポスト 2010 年目標」が議論されます。
　また、2006 年（平成 18 年）の国連総会で、2010 年
（ 平 成 22 年 ） を「 国 際 生 物 多 様 性 年（IYB : 
International Year of Biodiversity）」とすることが決
定されました。生物多様性条約事務局が国際生物多様
性年の担当機関とされており、生物多様性条約の 3つ
の目的（①生物多様性の保全、②生物多様性の構成要
素の持続可能な利用、③遺伝資源の利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分）とポスト 2010 年目標を達
成するための認識を高めることや、国家的な委員会を
設置して国際生物多様性年の式典を挙行することなど
を締約国に求めています。さらに、同年 9月には国連
総会で生物多様性に関する首脳級のハイレベル会合が
予定されています。この国際的にも大きな節目となる
年に、今後の世界の生物多様性の行く末を決定する国
際会議が日本で開催されることになります。
　COP10 では、ポスト 2010 年目標以外にも重要な議
題が予定されています。COP10 までに国際的な枠組
みの検討を完了するとされている遺伝資源へのアクセ
スと利益配分（ABS: Access and Benefit Sharing）も
その一つです。生物多様性条約では、各国は、自国の
天然資源に対して主権的権利を有するものと認められ、
遺伝資源の利用から生ずる利益を公正かつ衡平に配分

することが条約の第 3 の目的とされています。ABS
とは、遺伝資源の利用から生じた利益が生物多様性の
保全と持続可能な利用に資するものとなるよう、遺伝
資源の利用者が円滑に提供国の遺伝資源にアクセスで
きる仕組みを整え、同時に利用者がその遺伝資源から
得た利益を、提供国に対しても公正かつ衡平に配分す
ることを目指すものです。
　ABS の国際的な枠組みが、遺伝資源への円滑なア
クセスを確保し、遺伝資源から開発された医薬品等に
よる人類の福利への貢献と、得られた利益の適切な配
分による世界的な生物多様性の保全の推進に資する仕
組みとなることが重要です。現在、生物多様性条約の
もとで関係国が検討を進めており、COP10 の議長国
であるわが国は、交渉の進展に向けてリーダーシップ
を発揮していくことが求められています。
　そのほかにも、生物多様性の持続可能な利用、保護
地域、ビジネスと生物多様性、広報普及啓発及び国際
生物多様性年等が主な議題として予定されています。
COP10 は、生物多様性条約の 3 つの目標に対応した
国際的な枠組や取組に道筋を付ける重要な場となりま
す。

●2010年目標の評価と2010年以降の次期目標
（ポスト2010年目標）の採択

●ABS（遺伝資源へのアクセスと利益配分）に関する
国際的枠組みの検討完了

●生物多様性の持続可能な利用、保護地域、
　ビジネスと生物多様性、広報普及啓発、
　国際生物多様性年　など

資料：環境省

COP10で議論が予定される主なテーマ
科学研究 商業研究

開発
製品の
市場投入

商業利益

遺伝資源地域社会

企業
技術・情報・特許を獲得

先進国

途上国

遺伝資源の獲得
遺伝資源の探索

南
北
の
格
差
拡
大

資料：林希一郎 編著「生物多様性・生態系と経済の基礎知識」（2010）

生物多様性条約採択前の遺伝資源の利用に関連する
先進国と途上国の関係

3　議長国としての日本の責任

（1）日本の経験を踏まえた国際貢献

　わが国は議長国として COP10 を成功させるだけで
なく、日本の経験を踏まえた提案を行うことなどを通
じ、会議の成果を実りあるものとしていく必要があり

ます。COP10 の主要議題であるポスト 2010 年目標の
設定に関連して、これまでの 2010 年目標は、目標自
体が抽象的で明確さに欠け、客観的・数値的な評価を
行える手法がなく、危機意識をもって緊急の対策を行
うことへの理解が得られないものであったという点が
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指摘されています。COP9 では、ポスト 2010 年目標
について、意欲的かつ現実的で、計測可能な目標とし
て 2020 年までの短期目標と 2050 年までの中長期目標
を設定し、分かりやすく行動指向的なものとすること
が決議されています。これらを踏まえ、平成 22 年 1
月に、わが国の経験を踏まえた「ポスト 2010 年目標
に関する日本提案」を条約事務局へ提出しました。日
本提案では、2050 年までに自然との共生を実現し生
物多様性の状況を現状以上に豊かなものとする中長期
目標（Vision）と、生物多様性の損失を止めるために、
2020 年までに行う行動を示した短期目標（Mission）
を提案しています。短期目標の下に 9 つの個別目標
（Sub-Target）を提示し、その下の 34 の具体的な達
成手法（Means）を多くの具体的な例示とともに示し、
可能なものについては数値指標を提案しています。

（2）国際的な動向の国内施策への反映と加速

　日本政府は生物多様性条約に基づき、これまで平成
7 年、14 年、19 年と 3 次にわたり生物多様性国家戦
略を策定してきました。その後、20 年 6 月に施行さ
れた生物多様性基本法では、政府が生物多様性国家戦
略を策定することを国内の法律で義務付けました。さ
らに、22 年 3 月には、生物多様性基本法に基づく初
の生物多様性国家戦略となる「生物多様性国家戦略
2010」を策定しました。

　生物多様性国家戦略 2010 は大きく 2 部構成となっ
ています。第 1部は戦略本体と呼ぶべき部分で、生物
多様性とは何か、その重要性などの現状認識を確認し
た後、わが国の生物多様性に影響を与えている課題と
して 4 つの危機を整理し、おおむね平成 24 年度まで
に重点的に取り組むべき施策の大きな方向性となる 4
つの基本戦略などを整理しています。今回、ポスト
2010 年目標の日本提案を盛り込んだことから、おお
むね 2012 年度（平成 24 年度）、2020 年、2050 年、
2110 年と段階的かつ長期的に戦略を進めていく道筋
ができました。
　第 2部は戦略を実現していくための具体的な行動計
画として各種の施策を体系的に記述しており、実施省
庁を明記した具体的施策の数は、第三次生物多様性国
家戦略の約 660 から約 720 に、数値目標の数は 34 か
ら 35 にそれぞれ増加しています。わが国は生物多様
性国家戦略 2010 に盛り込まれたこれらの施策を着実
に実行することで、COP10 に向けて国内外の施策を
推進していきます。

（3）一過性ではなく、市民生活に根付くきっ
かけに

　平成 21 年に内閣府が実施した世論調査によると、
生物多様性という言葉の認知度（「聞いたことがある」
あるいは「言葉の意味を知っている」人の割合）は全

人と自然の共生を世界中で広く実現させ、生物多様性の状態を現状以上に豊かなものとするとともに、人類が享受する生態系サービスの恩
恵を持続的に拡大させていく。

（1）生物多様性への影響が間接的で広範な主体に関連する目標
　　　個別目標1：生物多様性の保全と持続可能な利用に対する多様な主体の参加を促進する。
　　　個別目標2：開発事業、貧困対策と生態系の保全を調和させるための手法を普及・確立させる。
（2）生物多様性への影響が直接的で対象が限定される目標
　　　個別目標3：生物資源を用いる農林水産業などの活動において、持続可能な方法による生産の比率を高める。
　　　個別目標4：生物多様性への脅威に対する対策を速やかに講じる。
（3）生物多様性の状態それ自体を改善するための目標
　　　個別目標5：生物種を保全する活動を拡充し、生態系が保全される面積を拡大する。
（4）生物多様性が人間にもたらす恩恵に関する目標
　　　個別目標6：生態系サービスの恩恵を持続的に享受するための仕組を整備し、人類の福利向上への貢献を図る。
（5）上記の目標を効果的に実現するための目標
　　　個別目標7：伝統的知識の保護とABS（遺伝資源へのアクセスと利益配分）の取組を促進するための体制を整備する。
　　　個別目標8：地球規模で、生物多様性及び生態系サービスの状態を的確に把握し、その結果を科学的知見に基づき分析評価するとともに、それに対

する認識を広め、理解を促進する。
　　　個別目標9：生物多様性の保全と持続可能な利用を達成するための資金的、人的、科学的、技術的な能力を向上させる。

生物多様性の損失を止めるために、2020年までに
①生物多様性の状態を科学的知見に基づき地球規模で分析・把握する。生態系サービスの恩恵に対する理解を社会に浸透させる。
②生物多様性の保全に向けた活動の拡大を図る。将来世代にわたる持続可能な利用の具体策を広く普及させる。人間活動の生物多様性への
悪影響を減少させる手法を構築する。
③生物多様性の主流化、多様な主体の参画を図り、各主体が新たな活動を実践する。

中長期目標（2050年）

個別目標

短期目標（2020年）

資料：環境省

生物多様性条約ポスト2010年目標に関する日本提案
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国で 36.4％にとどまるという結果が出ています。5 年
前の16年に環境省が同様の調査を行った結果（30.2％）
に比べやや増加していますが、引き続き認知度を上げ
ていく必要があります。
　COP10 はわが国で開催される生物多様性に関する
初の大規模な国際会議となります。1997年（平成9年）
に気候変動枠組条約第 3回締約国会議が京都で開催さ
れたことをきっかけに、国内での地球温暖化問題に対
する認知度や取組は大きく前進しました。生物多様性

条約の COP10 も、生物多様性に対する認知度の向上
とともに、生物多様性の社会における主流化を推進す
る絶好のチャンスとなります。
　環境省は、「国際生物多様性年国内委員会」を平成
22 年 1 月に設立しました。国内委員会の中に設置し
た学識者、経済界、マスコミ、文化人、NGO 等で構
成する「地球生きもの委員会」で記念行事や活動等の
方針を検討していきます。

平成22年3月16日閣議決定

第1部：戦略

第2部：行動計画

【重要性】いのちと暮らしを支える生物多様性生物多様性とは－3つの多様性－

アサリの貝殻の模様は千差万別

生態系の多様性
干潟、サンゴ礁、森林、
草原、湿原、河川　など

種（種間）の多様性

地球上の推定生物種数
500万種～3000万種

種内（遺伝）の多様性

サクラソウ

サンゴ礁 森林

ヤマセミ

生命の存立基盤

・酸素の供給
・気候の安定　など

・災害の防止　など

有用性の源泉
・食物、木材
・遺伝資源
・バイオミミクリー※など

・郷土料理
・祭り・民謡　など

豊かな文化の根源

※ 生物の形態や機能を模倣した
 りヒントを得て、技術等に利用すること

例）サンゴ礁は波浪や
 浸食被害を和らげる サンゴ礁

木材

安全・安心の基礎

例：IPCC第4次評価報告書
全球平均気温が1.5～2.5℃上昇すると…

地球温暖化による危機

人間活動による生態系
の破壊
種の減少・絶滅

第1の危機 第2の危機

外来生物などによる
生態系のかく乱

第3の危機

【課題】生物多様性の危機

多くの種の絶滅や生態系の崩壊

トキ アライグマキキョウ

世界の動植物種の20～30％の
絶滅リスク上昇の可能性

【目標】

生物多様性の損失を止めるため、2020年までに
・生物多様性の状況の分析・把握、保全活動の拡大
・生物多様性を減少させない方法の構築、持続可能な利用
・生物多様性の社会への浸透、新たな活動の実践

・人と自然の共生を国土レベル、地域レベルで広く実現
・生物多様性の状態を現状以上に豊かなものに
・生態系サービスの恩恵を持続的に拡大

中長期目標（2050年） 短期目標（2020年）

生物多様性から見た国土のグランドデザインを、国土の生態系を100年かけて回復する「100年計画」として提示
奥山自然地域 里地里山・田園地域 都市地域 河川・湿原地域 沿岸域 海洋域 島嶼地域

【長期的視点】100年先を見据えたグランドデザイン

Ⅰ　 社会への浸透
生物多様性の社会への浸透、地域レベルの取組の促進・支援　など

Ⅱ 　人と自然の関係の再構築
希少野生動植物の保全施策の充実、自然共生・循環型・低炭素社会の統合的な取組の推進　など

Ⅲ　 森・里・川・海のつながりの確保
海洋の保全・再生の強化　など

Ⅳ　 地球規模の視野を持った行動
COP10の成功、SATOYAMAイニシアティブの推進、科学的な基盤の強化、科学と政策の接点の強化、
経済的視点の導入、途上国の支援　など

【4つの基本戦略】

・約720の具体的施策 ・35の数値目標

資料：環境省

里地里山など人間の
働きかけの減少によ
る影響

生物多様性国家戦略2010の概要
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第4節　地球のいのちの行方を決める生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）

2010 2020 2050 2110

回復悪化

資料：環境省

良
い

生
物
多
様
性
の
状
態

悪
い

2010年　現状
わが国の生物多様性の状態は
悪化し続けている

2020年　短期目標
生物多様性の損失を止めるため
に2020年までに行う行動

2050年　中長期目標
生物多様性の状態を現状以上に
豊かなものとする

2110年　グランドデザイン
100年先を見据えた生物多様性
から見た国土の目標像

（年）

生物多様性の回復イメージ

地域別認知度
全国平均以上
30％台
30％未満

言葉の意味を
知っている
12.8％

意味は知らないが、言
葉は聞いたことがある

23.6％

聞いたこともない
61.5％

わからない
2.1％

全国平均

問：生物多様性という言葉の意味を知っていますか？

資料：内閣府「環境問題に関する世論調査」より環境省作成

北海道
39.6％

東北
27.3％

北陸
33.3％

東山
26.7％

中国
32.1％

九州
33.3％

四国
36.3％

近畿
31.8％

東海
39.9％

関東
43.9％

全国平均＝36.4％
「知っている」又は「聞いたことがある」

　「生物多様性」という言葉の認知度

　生物多様性の保全にとっては、原生的な姿で維持さ
れてきた自然だけでなく、長い年月にわたる持続可能
な農林業などの人間の営みを通じ形成・維持されてき
た二次的な自然が果たす役割も同じく重要です。しか
しながら、これらの二次的な自然は、そこから得られ
る生態系サービスと合わせ、都市化や産業の発展、地
方人口の急激な変化や高齢化など近年発生しているさ
まざまな事情により、その持続性が危ぶまれ、もしく
はすでに失われてしまったところも多くあります。こ
うした地域は世界各地に存在し、例えば、フィリピン

ではムヨン（muyong）やウマ（uma）、パヨ（payoh）、
韓国ではマウル（mauel）、スペンインではデヘサ
（dehesa）、フランスではテロワール（terroirs）、マラ
ウィやザンビアではチテメネ（chitemene）、日本で
は里地里山と呼ばれていますが、地域の気候、地形、
文化、社会経済などの条件により、その特徴はさまざ
まです。これらの地域において生物多様性の保全やそ
の持続可能な利用を進めていくためには、二次的な自
然の価値を認め、その維持保全を図ることの重要性を
世界的に共有しつつ、それぞれの地域の特性に則した

4　世界へ広げる自然共生の知恵と心
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対策を講じることにより、自然共生社会を実現してい
くことが重要です。
　具体的には、各地域における持続可能な生物資源の
利用・管理の方法、直面する問題とその克服の方法を
世界的に共有、分析しあうとともに、生物多様性の保
全と持続可能な利用に関する既存の諸原則を踏まえて、
地方政府、国際機関、NGO の間での連携による関係
者の能力向上や二国間や多国間のODAプロジェクト
の実施が有効です。これをわが国は SATOYAMAイ
ニシアティブとして提唱しており、COP10 を契機に
多様な主体の参加によるパートナーシップを立ち上げ
るなど国際的な連携の強化、取組の拡大を呼びかけ、
取組を推進していくこととしています。
　わが国は、歴史的にも、食材などは身の回りから調
達する「四里四方」という考え方に代表されるように、
比較的限られた生活圏の中で自然との共生を模索した
暮らしが営まれていました。生物多様性に限らず気候
変動、3R など、今日、人類が直面するさまざまな問
題を解決するには、地球という閉じた世界でどの様に
生活をするべきかが問われているともいえます。日本
の里地里山に代表されるような地域の自然と調和した
暮らし方は、その問題解決の一つの可能性です。しか
し、我々日本人自身も今日の便利な生活を変えること
は容易ではありませんし、日本という枠にとらわれず
グローバルな視点をもつ必要があります。循環型社会
に向けた考え方の一つに、3R（リデュース・リユース・
リサイクル）に根ざしたライフスタイルやビジネスス
タイルへの変換「Re-style（リ・スタイル）」がありま
す。自然共生社会を実現するためには、現代の社会経
済状況に応じたリ・スタイルが必要です。

　COP10 のロゴマークは、折り紙をモチーフにデザ
インされました。折り紙は日本の智恵と文化を象徴し
ています。中央に人間を配置することにより、人類と
多様な生きものとの共生を表現しています。また、人
間の親子は、豊かな生物多様性を未来に引き継いでい
こうという思いを表現しています。生物多様性を含む
今後の地球環境を考えるには、わが国がポスト 2010
年目標の中長期目標で提案したように、自然との共生
を世界中で広く実現させるという考え方が重要です。
そのためには、このロゴマークを掲げる COP10 にお
いて SATOYAMAイニシアティブを広く世界に発信
するとともに、COP10 をきっかけに国内における取
組を推進していきます。

出典：環境省

COP10ロゴマーク




